
平成 29年度 清須学講座について 

１ 講座概要 

● 清須学講座は、清須市の歴史や文化をあらためて体系的に理解し直すことを通じた

市民の誇り（シビックプライド）の向上を目的とする講座です。 

● 平成２９年度は次の８講座で開催します。 

第 １ 講 

[ 座 学 ] 

「朝日遺跡」[６月１０日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：原田 幹 氏（愛知県教育委員会文化財保護室主査） 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

朝日遺跡の成立から拡大、衰退までを、その都市的機能を中心に解説するとと

もに、2,028 点が重要文化財に指定された朝日遺跡出土品について、その学術的

な意義と見所を紹介します。 

第 ２ 講 

[ 座 学 ] 

「災害時の避難のあり方～ 誰もが自ら適切に避難するために～」 

[６月２４日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：清須市防災行政課職員 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

清須市水害対応ガイドブックの利用の仕方についてご紹介します。 

第 ３ 講 

[ 座 学 ] 

「清須城・城下町」[７月 ８日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：鈴木 正貴 氏（愛知県埋蔵文化財センター調査研究専門員） 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

清須城の具体的な構造の変遷について、最新成果を踏まえて考察します。 

第 ４ 講 

[ 座 学 ] 

「宮重大根とは」[７月２２日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：河合 幹雄 氏（宮重大根純種子保存会長） 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

青首大根の元祖といわれ、春日宮重地区が原産の宮重大根の歴史や保存会の活

動についてご紹介します。 

第 ５ 講 

[座学・工場見学] 

「清須市の産業～ビール産業から見た清須市の特長～」 

[８月２６日（土）午後１時００分～（９０分）] 

講師：山本 武司 氏（キリンビール株式会社名古屋工場 総務広報担当） 

会場：キリンビール名古屋工場 ゲストホール 

清須市には多くの製造拠点があります。今回はキリンビール名古屋工場の立地

経緯を通じて、清須市の産業を見てみたいと考えます。また、モノづくりの現場を

見るために、工場見学を行います。 

＊工場見学後に試飲をされる方は公共交通機関でご来場下さい。 

第 ６ 講 

[ 座 学 ] 

 

「青物問屋と西枇杷島まつり」[９月９日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：毛利 孝一 氏（清須市ガイドボランティア理事） 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

尾張藩許可の株仲間である下小田井の市の青物問屋が始めた山車まつりの変遷

と現状についてお話します。 

参考資料２ 



第 ７ 講 

[ 座 学 ] 

 

「庄内川に生息するアユの現状について」 

[９月１６日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：間野
あ い の

 静雄 氏（NPO土岐川・庄内川サポートセンター） 

会場：清洲市民センター ３階 ３０２視聴覚室 

清須市を流れる庄内川・新川・五条川には毎年伊勢湾からアユが遡上してきま

す。講座では主に庄内川に遡上してくるアユの現状について紹介し,アユが生息で

きる川にするにはどうすればいいのかを考えたいと思います。 

第 ８ 講 

[フィールドワーク] 

「フィールドワーク」[１０月２８日（土）午後１時３０分～（９０分）] 

講師：清須市ガイドボランティア  

集合場所：庄内川水防センター（みずとぴぁ庄内） 会議室 

コース：みずとぴぁ庄内・美濃路沿、西枇杷島問屋記念館、下小田井市モニュメント・

枇杷島橋 

実際にまちを歩いてみることを通じて、清須の歴史を体感する内容。講師役のガイ

ドがご案内します。 

＊荒天時は、庄内川水防センターにて映像等によりコース内の地域資源を解説 

 

２ 受講上の注意点 

● 講座資料は、各講座分ずつ順次配付させていただきます。（受付時） 

● 欠席された講座分の資料は、次回の講座受付時に配付します。 

● 「清須学講座テキスト」は参考資料として、ご活用ください。 

 

３ 修了証の発行 

● ６講座以上の出席を持って「清須学講座修了証」を発行いたします。（「修了証」は講座

の最終回に配布します。） 

 

清須検定について 

清須検定・マイスターについて 

    清須学講座の「修了証取得者」を対象として、検定試験を１２月中旬で実施を予定

しています。検定に合格した方を清須マイスターに認定します。清須検定・マイスタ

ーの詳細については９月頃にお知らせします。 

＊平成２８年度の清須学講座で「修了証」を取得された方は、清須検定へ何度でも

受験する資格があります。（清須マイスター認定者を除く。） 


